
秋田県後期高齢者医療広域連合 

保険料率新旧比較表 

 

  後期高齢者医療保険料の内訳  

保険料額 ＝ 均等割額 + 所得割額（総所得金額等×所得割率） 

均等割額 → 県内の加入者全員に等しく納めていただく金額です 

   所得割額 → 加入者本人の所得に応じて納めていただく金額です 

 

● 保険料率が変わりました 

令和元年度まで 令和 2 年度から 

均等割額 ３９，７１０ 円 均等割額 ４３，１００円 

所得割率 ８．０７ ％ 所得割率 ８．３８ ％ 

 

 

● 均等割額の軽減措置（軽減割合も変更されました） 

世帯主及び被保険者の総所得金額等が下記

の基準を超えない世帯 

令和元年度まで 令和２年度から 

軽減 

割合 
均等割額 軽減割合 均等割額 

基礎控除額（３３０，０００円） ８．５割 ５，９５６円 
７．７５割

(※２) 
９，６９７円 

 
被保険者全員の年金収入８０万円
以下で、その他各所得がない場合 

８割 ７，９４２円 
７割 
(※２) 

１２，９３０円 

基礎控除額（３３０，０００円）+ 
２８５，０００円（※１）×被保険者の数 

５割 １９，８５５円 ５割 ２１，５５０円 

基礎控除額（３３０，０００円）+ 
５２０，０００円（※１）×被保険者の数 

２割 ３１，７６８円 ２割 ３４，４８０円 

後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の
被扶養者であった被保険者（制度加入後 2 年
間に限る） 

５割 １９，８５５円 ５割 ２１，５５０円 

 

※１…令和元年度において、５割軽減の加算額は２８０，０００円、２割軽減の加算額は５１０， 

   ０００円となっていました。 

※２…均等割の軽減割合は段階的な見直しにより変更され、令和元年度においての８．５割軽減・ 

   ８割軽減は、令和 2年度において７．７５割軽減・７割軽減となります。 

   また、令和 3年度においては、令和 2年度における７．７５割軽減が 7割軽減に変更さ 

   れます。 


